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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成23年4月28日(2011.4.28)

【公表番号】特表2011-504770(P2011-504770A)
【公表日】平成23年2月17日(2011.2.17)
【年通号数】公開・登録公報2011-007
【出願番号】特願2010-535214(P2010-535214)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   2/44     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ   2/44    　　　　
   Ａ６１Ｌ  27/00    　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月7日(2011.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属、金属合金、あるいはＰＥＥＫで構成される椎間インプラントであって、該インプ
ラントは２つの椎体に接触するための２つの面と、外側シースと、内部構造とを備え、該
内部構造は複数の通路により形成され、該通路はそれぞれ８，０００μｍ2～７，０００
，０００μｍ2の断面積を有し、該通路は脊柱の縦軸に沿って互いに平行に延在しており
、該通路は複数の開口部によって互いに接続されていることを特徴とする椎間インプラン
ト。
【請求項２】
　前記通路は５０，０００μｍ2～３，１００，０００μｍ2の断面積を有することを特徴
とする請求項１に記載の椎間インプラント。
【請求項３】
　前記通路は１００μｍ～３，０００μｍの直径を有することを特徴とする請求項１に記
載の椎間インプラント。
【請求項４】
　前記通路は２５０μｍ～２，０００μｍの直径を有することを特徴とする請求項１に記
載の椎間インプラント。
【請求項５】
　前記内部構造の骨接触面は凸状であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に
記載の椎間インプラント。
【請求項６】
　前記通路は一方の骨接触面から反対側の面まで連続的に延在していることを特徴とする
請求項１～５のいずれか１項に記載の椎間インプラント。
【請求項７】
　前記インプラントは骨接触面に平方センチメートルあたり少なくとも１００本の通路を
備えることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の椎間インプラント。
【請求項８】
　各通路は少なくとも２つの開口部を介して隣接する通路と接続されていることを特徴と
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する請求項１～７のいずれか１項に記載の椎間インプラント。
【請求項９】
　前記開口部は点状、穴状、円形、円筒状、楕円形、あるいは楔状であることを特徴とす
る請求項１～８のいずれか１項に記載の椎間インプラント。
【請求項１０】
　前記開口部は一方の骨接触面から反対側の面まで切込みの形状で連続的に延在している
ことを特徴とする請求項８あるいは請求項９に記載の椎間インプラント。
【請求項１１】
　前記開口部は前記通路の壁の側部領域のみか、あるいは前後領域にのみのいずれかに設
けられていることを特徴とする請求項１０に記載の椎間インプラント。
【請求項１２】
　前記通路は丸形、楕円形、三角形、四角形、五角形あるいは六角形に構成されているこ
とを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の椎間インプラント。
【請求項１３】
　前記通路はその途中で半径または直径が変わらないことを特徴とする請求項１～１２の
いずれか１項に記載の椎間インプラント。
【請求項１４】
　前記開口部は、前記インプラントを通る前記通路の縦軸に対して垂直なドリル穴の形態
によって形成されることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の椎間インプ
ラント。
【請求項１５】
　前記開口部は、前記インプラントの外壁を反対側の面の方向に延在しており、この列の
通路を互いに連結させることを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の椎間イ
ンプラント。
【請求項１６】
　前記通路の壁に沿って楔形あるいは斜めの開口部が通路の長手方向における切込みの形
態で設けられているため、前記インプラントの内部構造が微小運動を可能にしていること
を特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載の椎間インプラント。
【請求項１７】
　前記インプラントは、頸部ケージ、胸部ケージ、腰部ケージ、人工椎間板および椎骨を
融合させるためのインプラントで構成される群から選択されることを特徴とする請求項１
～１６のいずれか１項に記載の椎間インプラント。
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